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近年、我が国においては、急速に高齢化が進行しており、１５歳以上の就業者と完全失業者を
合計した労働力人口に占める６０歳以上の高齢者の割合は、平成１２年の７．４人に１人から２２
年には５．３人に１人へと増加するものと予想されている。また、厚生年金の基礎年金に係る支給
開始年齢の段階的引上げが平成１３年度から開始され、最終的に厚生年金は６５歳から支給され
ることが決定している。このような状況の下で、我が国経済社会が活力を維持していくためには、
高齢者が長年にわたり培ってきた知識・経験をいかし、６５歳まで働けるような雇用環境を早急に
整備していくことが極めて重要な課題となっている。 

このため、平成６年には、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号）
が改正され、事業主に６０歳定年制が義務付けられ（１０年４月施行）、１２年には、６５歳未満の定
年の定めをしている事業主に、当該定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は改善その他の６５
歳までの安定した雇用の確保を図るために必要な措置を講ずる努力義務が課されている（１２年
１０月施行）。さらに、平成１３年には、高齢者の雇用を促進する観点から雇用対策法（昭和４１年
法律第１３２号）が改正され、事業主は、採用条件に年齢制限を設けない努力義務が課されたとこ
ろである（１３年１０月施行）。 

一方、国は、個別企業に対し、各種の助成を行うとともに、公共職業安定所による定年の引上
げ及び継続雇用制度の導入の促進を図っている。また、都道府県高年齢者等雇用安定センター
は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、相談・助言を行っている。 

しかし、企業における６５歳までの継続雇用はいまだ十分に定着しておらず、この促進が大きな
課題となっており、「高齢社会対策大綱」（平成１３年１２月２８日閣議決定）においても、その確保
を図るとされている。また、景気の低迷を背景に、高齢者の失業率及び有効求人倍率は恒常的に
厳しい状況にあり、高齢者の雇用の安定を図るための各種助成金等の効果的な支給や、公共職
業安定所又は都道府県高年齢者等雇用安定センターによる求人開拓、職業相談・職業紹介等、
雇用・能力開発機構による職業訓練の効果的かつ効率的な実施が求められている。さらに、高齢
者のニーズに応じた多様な形態による就業を促進するためのシルバー人材センター事業を適切
に推進することも課題となっている。 



この行政評価・監視は、高齢者の雇用対策を推進する観点から、高齢者の雇用確保措置の促
進、高齢者の再就職の促進及び就業機会の確保並びに高齢者の職業能力開発の効果的実施に
係る各種施策の状況を調査し、関係行政の改善に資するため実施したものである。 
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１ 高齢者の雇用確保措置の促進
(1)

定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は改善に係る公共職業安定所等における業務の適
切な実施

雇用される労働者の定年等については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和
４６年法律第６８号。以下「高年齢者雇用安定法」という。）において、１．事業主がその雇用
する労働者の定年を定める場合には、６０歳を下回ることができない（第４条）、２．６５歳未
満の定年を定めている事業主は、「当該定年の引上げ、継続雇用制度（現に雇用している高
年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。）
の導入又は改善その他の当該高年齢者の６５歳までの安定した雇用の確保を図るために
必要な措置（以下「高年齢者雇用確保措置」という。）を講ずるように努めなければならない」
（第４条の２）とされている。 

高年齢者雇用確保措置の円滑な実施を図るため、高年齢者雇用安定法第２条の５の規
定に基づき厚生労働大臣が策定した高年齢者等職業安定対策基本方針（平成１２年労働
省告示第１００号。対象期間は平成１２年度から１６年度までの５年間）では、高年齢者の雇
用機会の増大の目標に関する事項として、１．各企業が、６５歳までの安定した雇用の確保
を図るための措置について、計画的かつ段階的に取り組むことが不可欠であり、これを積極
的に促進すること、２．これにより、向こう１０年程度の間に、原則として希望者全員が、その
意欲及び能力に応じて６５歳まで継続して働くことができる制度の普及を図ること等とされて
いる。また、６５歳未満定年の定めのある企業において、高年齢者の職域開発等に関する自
主的かつ計画的な取組が促進されるよう、高年齢者等職業安定対策基本方針で定める高
年齢者雇用確保措置に関する指針の内容の周知徹底を図ることとされている。さらに、都道
府県労働局、公共職業安定所（以下「安定所」という。）及び高年齢者等雇用安定センター
（後述参照）において、高年齢者雇用確保措置についての啓発や各企業の取組の促進を図
るため、賃金・人事処遇制度の見直しに関する技術的事項についての相談等の事業主等に
対する助言、指導を充実し、積極的に取り組むこととされている。 

なお、高齢者雇用に関する企業の自主的な活動を促進するため、昭和６１年５月、労働大
臣（現厚生労働大臣）は、高年齢者雇用安定法第２４条の規定に基づき、財団法人高年齢
者雇用開発協会（以下「中央協会」という。）を中央高年齢者等雇用安定センターとして指定
し、６１年５月以降、都道府県知事（現都道府県労働局長）は、同法第４０条等の規定に基づ
き、都道府県ごとに設立されている公益法人である高年齢者雇用開発協会等（以下「都道
府県協会」という。）をそれぞれ都道府県高年齢者等雇用安定センターとして指定している。 

中央協会は、高年齢者雇用安定法第２５条において、各種助成金の支給業務、都道府県
協会の指導・援助のほか、高年齢者の雇用の安定に関する調査研究、情報及び資料の総

（注） 高年齢者の年齢については、高年齢者雇用安定法施行規則（昭和４６年労働省
令第２４号）第１条において、５５歳以上とされている。



合的収集・提供等を行うこととされている。また、都道府県協会は、高年齢者雇用安定法第
４１条において、事業主に対する高年齢者の雇用に関する講習、情報及び資料の収集・提
供、中央協会の委託を受けて事業主その他の関係者に対する相談・助言の援助等を行うこ
ととされている。 

今回、厚生労働省、２３都道府県労働局、２４安定所、中央協会及び２３都道府県協会に
おける定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は改善に関する企業への指導、相談・助言
活動等の実施状況について調査した結果、次のような状況がみられた。 
ア 定年の引上げ、継続雇用制度の導入に係る啓発・広報活動の実施状況

企業における定年の引上げ、継続雇用制度の導入割合は近年増加してきており、平成
１３年１月現在の「雇用管理調査」（厚生労働省が毎年、従業員数３０人以上の規模の企
業を抽出して実施）結果では、「希望者全員について６５歳までの雇用を確保している企
業」の割合は２８．０パーセント、「企業が認める者を対象とする企業」の割合は４０．２パー
セントで両者の合計は６８．２パーセントとなっている。 

厚生労働省は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入に係る啓発・広報活動について、
職業安定局長通知により毎年１０月を「高年齢者雇用促進月間」と定め（平成１２年度の
場合は、平成１２年６月２２日付け職発第４４９号）、本省を始め都道府県労働局等におい
て、集中的に業種団体への集団指導や国民の理解と協力を求めるための普及啓発に取
り組んでいる。また、中央協会においても高年齢者雇用安定法第２６条の規定に基づき、
啓発広報活動を実施している（平成１２年度啓発活動実施費は３億６，４７３万円）。 

しかしながら、上記のように希望者全員について６５歳までの雇用が十分に確保されて
いないことについては、次のとおり、定年の引上げ、継続雇用制度の導入に係る合理性な
いしメリットや、各種問題・懸念が解消可能なものであることが事業主に十分理解されてい
ないことが一因になっていると考えられる。 
1. 中央協会の「高年齢従業員の継続雇用に関する企業調査」（平成１０年１月から２月

にかけて実施。１１年１２月公表）結果によると、「希望者全員の６５歳までの継続雇用を
今後１０年程度までに実施するのが難しい」としている企業がその理由として重要と考え
ているもの（回答企業数：５，３４５社。複数回答）は、（i）個々の高齢者間の（能力の）ば
らつきが大きすぎ、全員を一律に処遇するのが難しいこと（２，７５３社。５１．５パーセン
ト）、（ii）職務内容が高齢者の能力・適性に応じて変更できないこと（１，７８６社。３３．４
パーセント）、（iii）健康問題や新技術等への適応も含め、高齢者の労働能力の低下が著
しいこと（１，７５６社。３２．９パーセント）等となっている。

2. 一方、日本労働研究機構の「職場における高年齢者の活用等に関する実態調査」（平
成１１年１２月に実施。１２年６月公表）結果によると、継続雇用制度を導入済みの企業
が「定年後の高齢者を継続して雇用する」理由（回答企業数１，４７８社。複数回答）は、
（i）定年到達者の知識・経験を活用するため（１，１４６社。７７．５パーセント）、（ii）高年齢
者でも働ける仕事であるため（５７３社。３８．８パーセント）、（iii）定年到達者に就業機会
を提供するため（２６３社。１７．８パーセント）等となっている。 

さらに、同調査結果によると、「４５歳から６５歳までの職務遂行能力の全体的変化」に
係る企業側の回答（回答数１，４２１件）は、「年齢に伴い能力も上がるが、ある年齢以降
は一定水準に落ち着く」（５６６件。３９．８パーセント）が最も多く、次いで「年齢には関係
ない」（３０２件。２１．３パーセント）、最も少ないものが「年齢とともに能力は下がる」（９３
件。６．５パーセント）となっている。

3. 日本労働研究機構の調査結果からみると、中央協会が実施した調査において、継続
雇用制度を導入していない企業が、その主な理由の一つとしている「高齢者の労働能力
の低下が著しい」は、必ずしも継続雇用制度の導入等を行わないとする現実的な阻害要
因には該当しないものと考えられる。 

なお、当省が調査した企業（２５０社）の中で、国の施策に関し意見を述べた４７社のう
ち１３社（２７．７パーセント）が「国は高齢者雇用の実態、雇用の必要性等施策に関する
周知を十分に行い、社会的な意識改革を進めるべき」旨の要望を提示している。

イ 個別企業における定年の引上げ、継続雇用制度導入の促進状況
厚生労働省は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入について、「継続雇用の推進等に

係る指導等について」（平成１０年４月８日付け職発第２６７号労働省職業安定局長通知）
により、都道府県知事（現都道府県労働局長）に対し、１．６０歳以上定年を定める企業に



おける継続雇用の実情を把握すること、２．希望者全員を対象とする継続雇用制度を有し
ない従業員３００人以上の規模の企業に対する個別指導（以下「企業訪問」という。）を実
施し、必要に応じ、都道府県協会との連携の下に、高年齢者雇用アドバイザー（企業に対
する相談・援助活動を行わせるため、都道府県協会長が社会保険労務士、中小企業診断
士等に委嘱するもの。平成１２年度末現在、全国に４６６人を配置。以下「アドバイザー」と
いう。）を同行させ、専門的な相談・援助を行い、指導の効果を高めるものとすること、３．
個別指導後には、定年の引上げ、継続雇用制度導入に係る阻害要因の分析を行い、そ
の結果を踏まえて次回以降の指導を行うものとすること等を指示している。さらに、アドバ
イザーの同行については、「高年齢者雇用アドバイザー関係業務の効果的な実施につい
て」（平成７年３月２８日付け労働省職業安定局高齢者雇用対策課長補佐通知）により、都
道府県（現都道府県労働局）職業安定主管課において、各安定所から提出されたアドバイ
ザーの年間利用希望数に基づき、都道府県協会と十分協議の上、アドバイザーの年間利
用計画を作成するよう指示している。 

しかし、今回の調査の結果、都道府県労働局、安定所等における継続雇用の推進等に
係る指導状況等について、次のような状況がみられた。
1. ２３都道府県労働局における平成１１年度のアドバイザーの年間利用計画の作成状

況をみると、都道府県協会が作成していること、アドバイザーの利用は個々の安定所が
対応すべき事項であること等を理由として、作成していないものが５労働局（２１．７パー
セント）みられた。ちなみに、アドバイザーの同行状況については、安定所職員が企業訪
問の際にアドバイザーを同行させた割合が未把握となっていることから、アドバイザーが
企業訪問した件数のうち安定所職員に同行した件数の割合（平成１１年度）をみると、年
間利用計画を作成している１８労働局管内では３５．２パーセント（企業訪問数
１万３，８８０件のうち同行件数４，８８８件）であるのに対し、年間利用計画を作成してい
ない５労働局管内では５．２パーセント（企業訪問数２，０４７件のうち同行件数１０７件）と
なっている。

2. ２４安定所における平成１１年度の企業訪問状況をみると、（i）３安定所は、アドバイザ
ーを管理している都道府県協会との連携を図っていないため、企業訪問の際にアドバイ
ザーの同行がなく、このうち２安定所は、企業訪問の結果を記録しておらず、訪問結果
の分析を踏まえた今後の計画や指導方針の検討を行っていない、（ii）２安定所は、企業
規模に応じて重点的に訪問すべき企業を選定しているが、障害者雇用未達成企業と併
せて指導することとしているため、選定した企業が障害者雇用未達成企業に該当してい
る場合にのみ企業訪問を行っている（うち１安定所については（i）と重複）。 

なお、これら４安定所のうち、３安定所は、上記１．の年間利用計画を作成していない
都道府県労働局管内の安定所である。

3. 安定所の職員による平成１１年度の企業訪問後、当該企業が講じた措置を把握して
いる１３安定所のうち、上記２．の４安定所が訪問した企業において「定年の引上げなし
や継続雇用制度なし」から「企業が認める者について６５歳までの継続雇用制度」の導
入等を行った、「企業が認める者について６５歳までの継続雇用制度」から「希望者全員
について６５歳までの継続雇用制度」へ改善したなど、何らかの改善に至った例は皆無
となっている。残りの９安定所（訪問企業数７９４社）においては、６６社（８．３パーセント）
が何らかの改善を行っている。

ウ 都道府県協会の企業に対する企画立案サービス等の実施状況
中央協会は、企業における継続雇用を推進するため、高年齢者雇用アドバイザー設置

運営要領（昭和６１年５月１日付け要領第３号）及び企画立案実施要領（昭和６１年５月１
日付け要領第７号）により、アドバイザーによる「企画立案サービス」や「相談・助言」を都
道府県協会に委託して実施している。 

「企画立案サービス」は、高年齢者の継続雇用のための条件整備として、企業に対し有
料（事業主と都道府県協会が折半して、当該アドバイザーに対し１件当たり平均約２０万
円の謝金を支払う）で就業規則等の改正案を企画立案して提供することにより、定年の引
上げ、継続雇用制度の導入又は改善に資するもので、平成１２年度の全国における実績
は４２３件となっている。 

また、「相談・助言」は、アドバイザーが企業を訪問し、継続雇用の推進に関する相談・
助言を無料で行うもので、平成１２年度の全国における実績は２万９，１７８件となってい
る。 



これら「企画立案サービス」及び「相談・助言」に係るアドバイザーの平成１２年度の活動
経費は、全国で４億６，８２９万円となっており、その全額が国（労働保険特別会計（雇用勘
定））から支給されている。 

今回の調査の結果、アドバイザーの「企画立案サービス」及び「相談・助言」について、
次のような状況がみられた。
1. 厚生労働省は、「高年齢者雇用アドバイザー関係業務の効果的な実施について」（平

成７年３月１３日付け高雇発第１０号労働省高年齢者雇用対策課長通知）により、中央
協会に対し、アドバイザーによる「企画立案サービス」は、当該事業所における高年齢者
の継続雇用の推進につながることを目的とすることから、サービスの内容は、例えば、
既に定年を６５歳としている企業が育児休業制度の導入に伴う就業規則の見直しを行う
場合のように、高年齢者の継続雇用のための条件整備とは関連が乏しいものは対象と
しないとしている。中央協会は、この通知を受け、都道府県協会に同じ内容の通知を行
っている。 

しかしながら、アドバイザーの業務マニュアルとして中央協会が策定した企画立案実
施要領は、企画立案の対象範囲については、「高年齢者の継続雇用のための条件整備
に資すると都道府県協会会長が認めたもの」とするのみで、具体的に明記していない。 

このようなことから、２３都道府県協会のアドバイザーが平成１１年度に実施した「企画
立案サービス」１８１件についてその内容をみると、５協会分１６件（８．８パーセント）が継
続雇用制度の改善に直接関連する事項が含まれていない、あるいは継続雇用のため
の条件整備に資すると見込まれないものとなっている。 

また、希望者全員について６５歳までの雇用を確保していない企業が約７割存在する
中で、３協会分８件（うち２協会分５件は上述の制度の改善に直接関連する事項が含ま
れていない等の事例と重複）は、提供の優先度が低いものと認められる、希望者全員に
ついて６５歳までの雇用を確保済みの企業を対象とするものとなっている。

2. 中央協会は、「相談・助言」について、高年齢者雇用アドバイザー設置運営要領に基
づき、継続雇用に伴う人事管理制度の整備等に関する事項を行うこととされている。 

しかし、調査した２３都道府県協会における平成１１年度のアドバイザーの「相談・助
言」の実施状況をみると、実施の優先度が低いものと認められる、既に希望者全員につ
いて６５歳までの雇用を確保済みの企業を訪問の対象としているものが、５協会分２５件
みられる。

したがって、厚生労働省は、６５歳までの安定した雇用の確保を効果的かつ効率的に推進
する観点から、次の措置を講ずる必要がある。
1. 希望者全員について６５歳までの雇用を確保していない企業に対し、定年の引上げ、継

続雇用制度の導入に係る合理性ないしメリットの浸透、各種問題・懸念の解消に重点をお
いた啓発・広報活動を推進すること。

2. 都道府県労働局において、都道府県協会と協議した上での年間利用計画の作成の励
行、安定所職員の企業訪問に際してのアドバイザーの同行、並びに企業訪問結果及び定
年の引上げ、継続雇用制度の導入に係る当該企業における阻害要因の分析結果を踏ま
えた次回の企業訪問方針の検討について徹底すること。

3. 中央協会に対し、アドバイザーによる「企画立案サービス」については、業務本来の目
的に沿って行うとともに、「企画立案サービス」及び「相談・助言」のいずれについても、希
望者全員について６５歳までの雇用を確保していない企業に重点化して行うよう指導する
こと。

(2) 各種助成金等の効果的支給
高年齢者等の雇用の安定を図るため、１．雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第６２

条及び労働保険特別会計法（昭和４７年法律第１８号）第５条の規定に基づき、労働保険特
別会計（雇用勘定）から雇用安定事業費として、各種の助成金が中央協会又は安定所を通
じて事業主へ支給されており（平成１２年度支給額１，０８６億９，６００万円）、また、２．一般
会計から予算補助としての助成金が中央協会を通じて事業主へ支給されている（同
９億６，３００万円）。 

平成１２年度における事業主に対する各種の助成金のうち、中央協会を通じて支給される
ものとして、１．定年の引上げ、継続雇用制度の導入及び定着を促進するための継続雇用



制度奨励金（平成１２年度支給額２７５億８，９００万円）、２．６０歳以上の高齢者の多数雇用
を促進するための多数継続雇用助成金（同８５億５，６００万円）、３．定年延長制度の円滑な
運用を促進するための定年延長職業適応助成金（同１５０万円）、４．高齢者の職場環境の
改善を図り、雇用の維持・拡充を図るための高年齢者雇用環境整備奨励金（同
１億７，２００万円）、５．高齢者自らの職業経験を活用し、継続的な就業機会の創出を図るた
めの高年齢者共同就業機会創出助成金（同９億６，２００万円）等の１０種類がある。また、
安定所を通じて支給されるものとして、１．平成１１年度限りで廃止された、労働者に高齢期
の就業準備の休暇を与える事業主を支援するための高齢期就業準備奨励金の経過措置分
（同１４億５，２００万円）、２．就職が特に困難な者の雇用機会の増大を図るための特定求職
者雇用開発助成金（高年齢者分及び４５歳以上５５歳未満の者の分。同７０９億２，４００万
円）の２種類がある。以上５５歳未満の者の分。同７０９億２，４００万円）の２種類がある。 

このほか、雇用保険法第１０条、第６１条及び第６１条の２の規定に基づき、労働保険特別
会計（雇用勘定）から雇用保険の被保険者に対し、６０歳以後の賃金が６０歳時点の賃金の
８５パーセント未満に低下した場合に、「高年齢雇用継続給付」として、８５パーセント未満と
なった賃金（新賃金）にその低下した率に応じ、最高２５パーセントを乗じた額が安定所を通
じて支給されており、その平成１２年度の支給額は１，０８６億円となっている。 

今回、厚生労働省、２４安定所、中央協会及び２３都道府県協会における事業主に対する
助成金と被保険者に対する支給金（両者を合わせて、以下「各種助成金等」という。）の支給
状況等について調査した結果、次のような状況がみられた。
ア 各種助成金等の支給状況等

1. 各種助成金等の支給総額の推移は、平成８年度に２，００４億４００万円であったもの
が１２年度には２，１８２億５，９００万円となっており、１７８億５，５００万円増加している
（平成８年度比８．９パーセント増）。 

厚生労働省は、各種助成金等の予算額は、過年度の支給実績や過去の同種の助成
金の支給実績等をベースに積算しているとしている。 

各種助成金等については、予算額から支給実績額及び明許繰越額（国会の議決を経
て翌年度への繰り越しが認められている額）を差し引いた不用額が毎年度生じており、
平成１２年度は１３３億１，８００万円となっている。その内訳をみると、多数継続雇用助
成金が７６億４，３００万円と最も多く、不用額全体の５７．４パーセントを占めている。ま
た、４５歳以上６５歳未満で離職する高齢者等を新たに雇い入れる事業主を支援するた
めの在職求職高年齢者等受入給付金（平成１２年１０月創設。平成１２年度予算額２７億
円）等については、支給実績がない。

2. 継続雇用制度奨励金は、雇用保険法第６２条の規定及び中央協会の継続雇用定着
促進助成金支給要領（平成１２年１０月１日付け要領第１９号）に基づき、定年の引上
げ、継続雇用制度の導入及び定着の促進を目的とし、定年を６１歳以上の年齢に引き
上げることにより、引上げ前の定年を超える年齢の者を引上げ後の定年に達するまで雇
用したり、又は希望者全員について６５歳以上までの継続雇用制度を新たに導入した事
業主に対して、企業規模及び継続雇用する期間に応じ、単年度で最低４０万円から最高
３００万円までを、最長５年間（５年間の最高限度総額は１，５００万円）の範囲で支給す
るものである（本奨励金は、平成８年度末に廃止された継続雇用制度導入奨励金の趣
旨を引き継いで９年度に創設されたもの）。 

本奨励金の支給実績は、雇用保険財政が厳しい中で、平成９年度に５６億１００万円
であったものが１２年度には２７５億８，９００万円と４．９倍へと著しく増加しており、今後
における定年の引上げ、継続雇用制度の導入の進展状況によっては、財政圧迫の要因
となることが懸念される。また、このような財政状況下において、１事業主当たりの支給
額の水準が定年の引上げ、継続雇用制度の導入のインセンティブとして適切であるか
否かについて検討する余地がある。

3. 特定求職者雇用開発助成金（高年齢者分）は、雇用保険法第６２条の規定及び特定
求職者雇用開発助成金支給要領（昭和５６年６月８日付け職発第３２０号職業安定局長
通知）に基づき、対象労働者をその支給対象期間（雇入れ後１年間）経過後も引き続き
相当期間雇用することが確実であると認められる事業主に対して支給されるものであ
り、その趣旨は、対象労働者の雇用を相当期間確保することにある。 

２４安定所が特定求職者雇用開発助成金（高年齢者分）を支給した１６３事業所を抽



出し、平成９年度及び１０年度に新規に助成の対象となった５５歳以上６５歳未満の高齢
労働者（９年度９６３人、１０年度８２２人）の雇用の継続状況をみると、９年度の対象者の
うち１９．４パーセント（１８７人）が、また、１０年度の対象者のうち２０．６パーセント（１６９
人）が同助成金の支給対象期間（１年間）内に離職（自己都合退職を含む。）しており、助
成金の趣旨からみて、その支給効果を疑わせるものとなっている。

イ 助成金等の支給申請手続の改善
厚生労働省は、特定求職者雇用開発助成金支給要領により、特定求職者雇用開発助

成金（高年齢者分）の支給申請書を提出する事業主は、１．対象労働者の出勤状況が日
ごとに明らかにされた出勤簿等の書類、２．対象労働者に対して支払われた賃金について
基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記載された賃金台帳、３．当該事業所
を離職した常用労働者の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等
の書類及び４．総勘定元帳等の管轄安定所の長が必要と認める書類等を添付しなけれ
ばならないとしている。 

今回の調査の結果、１８安定所が添付させている書類等について、次のような状況が
みられた。 

安定所が特定求職者雇用開発助成金（高年齢者分）の第１期申請（年２回の支給にお
ける最初の支給申請）時に添付させている書類は、全体で１８種類ある。このうち、「雇用
契約書」、「特定求職者の雇用に関する証明」、「特定求職者の雇用に関する賃金証明」、
「事業所基礎調査表」、「源泉徴収書」、「雇用保険適用事業所設置届事業主控」及び「企
業の事業案内」の７種類の書類は、１安定所のみが添付させているものであるが、個別の
審査に際して、他の書類の添付をもってしては事実の確認ができない場合にのみ添付を
求めることで足りる。また、「特定求職者雇用開発助成金賃金支払内訳書又は同支給対
象額計算書」は、複数の安定所が添付させているが、その情報は賃金台帳に含まれてい
る。このことから、これら８種類の書類については申請の当初から一律に添付させる必要
性が認められない。 

また、「雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び標準報酬決定通知書」、対象労働
者が離職している場合の「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書及び離職証明書」及
び「安定所からの特定求職者雇用開発助成金に係る通知文書」の３種類の書類により確
認しようとする事項は、安定所が既に把握し、コンピュータシステムに入力されている。ち
なみに、一部の安定所では、これらの書類に記載されている事実をコンピュータの活用に
より確認している。 

したがって、厚生労働省は、高齢者等の雇用の安定を図ることを目的とする各種助成金
等について、効果的かつ効率的な運用及び申請者の負担の軽減を図る観点から、次の措
置を講ずる必要がある。 
1. 各種助成金等に係る不用額の発生要因や支給の実態について分析・評価し、予算規

模、支給要件、支給額の見直し等助成金の在り方を検討すること。
2. 特定求職者雇用開発助成金（高年齢者分）の申請に際して、当初から一律に添付させ

る必要性が認められない書類及び審査に必要であっても安定所においてコンピュータシス
テムで把握可能な事実に関する書類を添付させないこととするなど、添付書類の簡素化
を図ること。

２ 高齢者の再就職の促進及び就業機会の確保
(1) 公共職業安定所における業務の適正な実施

ア 求人開拓等業務の適正な実施
安定所は、高年齢者雇用安定法第７条において、高年齢者等の再就職の促進等を図

るため、高年齢者等の雇用の機会が確保されるように求人の開拓等を行うとともに、高年
齢者等に係る求人及び求職に関する情報を収集し、高年齢者等である求職者及び事業
主に提供するよう努めるものとするとされている。 

厚生労働省は、これら求人開拓業務について、一般職業紹介業務取扱要領（平成６年
７月１日付け職発第４９５号労働省職業安定局長通知）により、安定所に対して、安定所が
実施すべき求人開拓業務が効果を上げるために必要と考えられる具体的な内容や手続
等を示している。 



今回、２４安定所における求人開拓及び開拓後の業務の実施状況について調査した結
果、次のような状況がみられた。
1. 一般職業紹介業務取扱要領では、業務上必要ないし重要と考えられる業務として、安

定所は、（i）求人開拓を必要とする求職者のニーズを十分把握し、その内容を職種別、
年齢別等に分析し、この分析により得た職種又は作業内容の職務を有する事業所の採
用意向を調査把握し、求人開拓対象事業所を選定するなどして、求人開拓計画を作成
すること、（ii）求人開拓の実施に当たっては、日常から事業所訪問等により進んで事業
主との接触を図り、安定所利用の気運の醸成を図っておくこととされている。 

しかし、例えば求人開拓計画については、４安定所は、雇用情勢が厳しいため求人開
拓計画を作成しても計画どおりに実行できないこと、関係部門の負担が加重となること
等を理由として作成していない。また、平成１１年度の新規求人数に占める安定所自ら
が開拓した求人数をみると、求人開拓計画を作成していない４安定所では、新規求人数
に占める自ら開拓した求人数の割合が１３．３パーセント（新規求人数１１万８，９１４人の
うち１万５，７９８人）と、同計画を作成している２０安定所の割合１９．７パーセント（新規
求人数７０万８０７人のうち１３万８，００９人）の３分の２程度となっている。また、求人開
拓の実施に当たっての工夫についてみると、１安定所は、開拓した求人の充足の可能性
が高くなるよう、例えば、過去に安定所を経由した求人実績の多い企業であって、最近
においても求人ニーズがあると思われるものを優先的に訪問するなど、開拓方法に工夫
を凝らしているが、残る２３安定所は、このような工夫を凝らした方法を特段講じていな
い。ちなみに、開拓方法に工夫を凝らしている安定所が平成１１年度に開拓した求人の
充足率は５９．７パーセントとなっているのに対して、開拓方法に工夫を凝らしていない安
定所のうち、開拓した求人の充足状況を集計している安定所（１安定所）における同充足
率は１３．２パーセントと低い。

2. 一般職業紹介業務取扱要領では、安定所は、求職と結合しないまま求人の有効期間
満了が間近となった、あるいは満了に至った「未充足求人」については、充足に至らなか
った原因について十分に検討を加え、事業主に対して充足のための相談・援助を行うこ
とが重要であるとされている。 

しかし、２４安定所のうち１４安定所については、未充足となった原因の分析・検討を組
織的に行っておらず、このうち、８安定所は、自ら開拓した求人で未充足の原因の分析・
検討が容易であるものについてもこれを行っていない。ちなみに、安定所における平成
１０年度及び１１年度の５５歳以上の月間有効求職者数に占める就職者の割合をみる
と、未充足となった原因の分析・検討を組織的に行っている１０安定所のうち９安定所（
９０パーセント）においては前年度を上回っているのに対し、これを行っていない１４安定
所のうち６安定所（４２．９パーセント）においては前年度を下回っている。 

したがって、厚生労働省は、高齢者の雇用を促進する観点から、安定所において、求
職者のニーズや開拓した求人に係る分析、その結果を踏まえた適切な求人開拓計画の
作成及び未充足求人の原因の分析・検討等一般職業紹介業務取扱要領で定める業務
について、その確実な実施を指導徹底する必要がある。

（注） 「月間有効求職者数」とは、前月から繰り越された有効求職者数と当月の新
規求職者数を加えたものをいう。

イ 高齢期雇用就業支援センター等の運営の見直し
安定所は、高年齢者雇用安定法第８条の２において、労働者がその高齢期における職

業生活の設計を行うことを容易にするため、労働者に対して、必要な指導又は助言を行う
ことができるとされている。 

これらの業務を行うため、厚生労働省は、全国の主要都市を管轄する安定所の内部組
織として、高齢期雇用就業支援センター（以下「支援センター」という。）及び支援センター
と同様の機能を有するが比較的規模の小さい高齢期雇用就業支援コーナー（以下「支援
コーナー」という。）を「高齢期雇用就業支援センター及びコーナーの設置について」（平成
６年１０月１日付け職発第７１１号労働省職業安定局長通知。以下「旧設置要領」という。）
により設置した。これらの支援センター等の運営は、今般、「高齢期雇用就業支援センター
及びコーナーの設置運営について」（平成１３年１１月３０日付け職発第７２２号厚生労働



省職業安定局長通知。以下「設置要領」という。）により、その見直しが図られた。 
平成１２年度末現在、支援センターは２５か所、支援コーナーは１６か所、それぞれ設置

されている。 
支援センター等の業務は、設置要領において、具体的には次のとおりとされている。

1. 在職者を中心とした中高年齢者に対する業務については、（ａ）「利用者登録」した者
に対し、高齢期における職業生活設計等に資するための再就職、職業生活設計、退職
準備等について個別相談及び各種情報の提供を行うこと、（ｂ）高齢期における職業生
活設計等に資する各種セミナー・講演会を開催すること、（ｃ）管轄安定所の関連部局等
と連携し、職業相談・職業紹介及び求職登録を行うこと、とされている。

2. 事業主に対する業務については、（ａ）支援センター等の業務内容の説明、利用の勧
奨等のための活動として、職員又は高齢期雇用就業支援相談員による事業所及び事業
主団体等への訪問、（ｂ）再就職援助計画を策定又は実施しようとする事業主等への再
就職援助に関する各種相談、援助の実施、（ｃ）事業主による再就職援助及び退職準備
援助に資する各種情報の提供及び各種セミナー・講演会の開催、（ｄ）管轄安定所の関
連部局等と連携した求人登録及び求職者のあっせんを行うこととされている。

今回、平成９年度から１１年度までの間における１５支援センター等（１４支援センター及
び１支援コーナー）の運営状況について調査した結果、以下のような状況がみられた。
1. 支援センター等は、おおむね交通の便の良好な市街地に所在しているが、平日の午

前９時から午後４時ないし５時までの間しか開設されていない。このようなこともあって、
平成１１年度の来訪者数は、１５支援センター等で１万１，１９９人であり、１支援センター
等の開設日１日当たりの来訪者数は平均３．１人（最多１０．９人、最少０．４人）と極めて
少ない。 

また、これら平成１１年度の来訪者のうち、支援センター等の業務の主な対象者であ
る在職者の人数を、これを把握している１４支援センターについてみると、来訪者に占め
る在職者数の割合は３５．７パーセント（３，９７０人）であり、１支援センター等の開設日１
日当たりの来訪在職者数は平均１．２人（最多３．３人、最少０．２人）にすぎない。

2. 高齢期に向けた職業生活の設計を行おうとする在職中の中高年齢者の登録の状況
を、これを受け付けている１４支援センター等についてみると、平成１１年度の登録者累
計は全体で４，８１４人であり、１支援センター等当たりでは、３４３．９人（最多１，９２２
人、最少１６人）となっている。このうち最多の１支援センターの登録者が全体の約４割を
占めており、当該支援センターを除いた１３支援センター等での登録者数の平均は
２２２．５人にすぎない。 

また、１４支援センター等の登録者数の推移をみると、平成９年度の３，９８０人に対
し、１０年度は４，９１９人と増加しているが、６支援センターで登録者が減少傾向にあり、
支援センター等全体でみても、１１年度には４，８１４人と減少に転じている。 

なお、登録者が減少している支援センターでは、その理由として、事業主に対し登録
制度の周知を行っているが、事業主は、従業員に対し支援センターの活用について働き
かけを行うことが、早期退職を勧奨しているように受け取られることを危惧して、働きか
けに積極的ではないことを挙げている。

3. また、平成１１年度における事業主による再就職援助を促進させるための需要事業所
（他の事業所が雇用している定年退職予定者を新たに受け入れたいとする事業所）及び
供給事業所（自ら雇用している定年退職予定者を退職後に他の事業所へ再就職させる
ためのあっせんを希望する事業所）の登録並びに再就職援助協議（登録した需要・供給
事業所間のマッチングについての話合い）の業務の実施状況をみると、登録の実績が
低調であり、また、再就職援助協議の業務は全く行われていない。

4. 平成１３年１１月に策定された設置要領をみると、上記３．のように形骸化していた需
要・供給事業所の登録業務及び再就職援助協議業務は廃止された。また、新たな取組
として、高齢期における職業生活設計を支援する観点から、定年等による離職者が毎年
生ずる規模の事業所を重点的に訪問すること、再就職援助計画を策定あるいは実施し
ようとする事業主への支援を行うこと等が盛り込まれている。 

しかしながら、上記１．で指摘した支援センター等への来訪者を増加させる具体的な
改善策は十分にはとられておらず、また、上記２．の高齢期に向けた職業設計を行おう
とする在職中の中高年齢者の登録者を増加させ、支援センター等のより一層の利用を



促進させるための抜本的な方策は盛り込まれていない。

したがって、厚生労働省は、労働者の高齢期における職業生活の一層の充実に資する
観点から、支援センター及び支援コーナーについて、今般の運営の見直しに加え、在職中
の中高年齢者の来訪の利便性及び登録者の確保に配慮した運営を行い、その成果の分
析・評価を行う必要がある。

(2) シルバー人材センターにおける業務運営等の見直し
都道府県知事は、高年齢者雇用安定法第４６条において、高年齢退職者の就業を援助し

て、これらの者の能力の積極的な活用を図ることができるようにし、もって高年齢者の福祉
の増進に資することを目的として設立された公益法人を、その申請により、シルバー人材セ
ンターとして市町村（特別区を含む。）の区域ごとに１個に限り指定することができるとされて
いる。 

シルバー人材センターは、高年齢者雇用安定法第４７条において、臨時的かつ短期的な
就業（雇用によるものを除く。）又はその他の軽易な業務に係る就業（雇用によるものを除
く。）を希望する高年齢退職者のために、これらの就業の機会を確保し、組織的に提供する
等の業務を指定区域において行うものとするとされている。シルバー人材センターは、平成
１２年度末現在、全国で１，５７７団体（会員数約６４万人）が指定され、１２年度においては、
仕事の請負契約件数が約２５１万件、契約金額が約２，４３５億円となっている。これらの団
体のうち、８１７団体（会員数約５５万人）に対しては国庫補助（約１２２億円）が行われてい
る。 

また、高年齢者雇用安定法第４８条の２において、都道府県知事は、２以上のシルバー人
材センターを会員とする公益法人を、その申請により、会員であるシルバー人材センターの
指定区域とその他の必要と認められる市町村の区域を併せた区域ごとに１個に限り、シル
バー人材センター連合として指定することができるとされており、平成１２年度末現在、すべ
ての都道府県においてそれぞれ一つのシルバー人材センター連合が指定されている。 

シルバー人材センター連合は、高年齢者雇用安定法第４８条の３において、シルバー人
材センターが行うこととされている業務等をその指定区域において行うこととされている。 

なお、高年齢者雇用安定法第４９条の規定に基づき、厚生労働大臣は、シルバー人材セ
ンター及びシルバー人材センター連合の健全な発展を図るとともに、定年退職者その他の
高年齢退職者の能力の積極的な活用を促進することにより高年齢者の福祉の増進に資す
ることを目的として設立された公益法人（社団法人）を、全国シルバー人材センター事業協
会として指定している。全国シルバー人材センター事業協会は、高年齢者雇用安定法第５０
条において、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の業務に関し、啓発活
動、研修、連絡調整、指導その他の援助等を行うこととされている。 

今回、厚生労働省、１４シルバー人材センター連合及び１５シルバー人材センターにおけ
る就業機会の確保及び提供に関する業務等の実施状況について調査した結果、次のような
状況がみられた。
ア 就業機会の公平の確保

厚生労働省は、「高年齢者労働能力活用事業の実施について」（昭和５５年４月２６日付
け職発第２１７号労働省職業安定局長通知）により、「シルバー人材センターは、その会員
に対して、当該センターが引き受けた仕事を、会員の能力と希望に応じて公平に提供する
よう配慮するものとする」よう指示しており、また、「シルバー人材センターの適正な事業運
営の確保について」（昭和５６年９月１日付け企発第２２号労働省職業安定局失業対策部
企画課長通知）においても、「会員は、本来雇用関係を有しない補助的、短期的な就業を
通して自己の労働能力を活用するというセンターの目的に賛同して加入した高年齢者で
あるので、センターは会員に対する仕事の提供に際し、特定の会員を特定の業務に長期
間、継続して就業させることなく、できるだけ多くの会員が、就業の機会が得られるようロ
ーテーションを組むなど十分な考慮が払われることが必要」としている。 

しかし、シルバー人材センターが固定した会員に対し、長期間、継続して仕事を提供し
ているため、１．公的研修・宿泊施設の清掃業務について、当該業務に就業することを希
望しながら就業できなかった者が生じている例、２．放置自転車等の撤去及び保管等業務
に４人の会員がそれぞれ１日当たり８時間、月１０日平均従事している例（４人のうち、最も



長期間当該業務に従事している者の就業期間は３年５か月）、３．１人の会員が屋内清掃
業務に年間２００日程度、２年以上就業し続けている例等がみられる。 

これらの原因は、シルバー人材センターが就業機会の提供に際して発注元の希望や既
就業会員の意向をそのまま受け入れてしまうことにあるとみられる。

イ 就業機会の開拓事業の見直し
厚生労働省は、平成１１年１月から１３年３月にかけて、「緊急経済対策」（平成１０年１１

月１６日経済対策閣僚会議決定）における「雇用活性化総合プラン」の一環として、平成
１０年度シルバー就業機会開発プロジェクト事業実施要領（平成１０年１２月２１日付け職
発第８６２号労働省職業安定局長通知）等により、就業機会開拓専門員の配置及び就業
機会の開拓のための広報を行うシルバー就業機会開発プロジェクト事業（以下「プロジェ
クト事業」という。）を各シルバー人材センター連合に委託（平成１０年度から１２年度の委
託費累計８２億円）し、実施した。就業機会開拓専門員については、（i）シルバー人材セン
ターが設立されている市町村においては、シルバー人材センターにより採用され、配置さ
れており、（ii）シルバー人材センターが設立されていない市町村においては、シルバー人
材センター連合により直接採用され、配置されている。 

今回の調査の結果、プロジェクト事業の実施状況について、次のような状況がみられ
た。
1. シルバー人材センター連合全体における平成１１年度のプロジェクト事業の実施状況

をみると、全国に配置された２，４０９人の就業機会開拓専門員が、就業機会を開拓する
ために事業所等を訪問した回数は５１７万１，３３３回、仕事の請負契約件数は
１０万３，４８７件、契約金額は６６億２，１０４万円となっており、シルバー人材センター連
合の全契約件数１９８万４，０２２件のうち、プロジェクト事業による契約件数は５．２パー
セントを占めている。

2. 調査した１４シルバー人材センター連合における平成１１年度のプロジェクト事業の実
施状況をみると、（i）就業機会開拓専門員１人当たりの契約件数は平均４０件であるが、
最多は７７件、最少は１５件と格差があり、また、（ii）契約金額は平均で委託費の２．２倍
となっているが、１シルバー人材センター連合では、０．８倍と契約金額が委託費を下回
っている。

3. 抽出したシルバー人材センター連合について、その会員となっているシルバー人材セ
ンターにおける就業機会開拓専門員１人当たりの契約件数は、最多のシルバー人材セ
ンターで７６件、最少のシルバー人材センターで０．３件と大きな格差が生じている。 

これに関し、契約件数が最多となっているシルバー人材センターでは、事業所等を訪
問し、担当者等と面談した後に会議を開催し、面談の状況から受注の可能性の分析を
行った上、見込みのあるものについて再訪問する等の工夫を凝らしているのに対し、契
約件数が最少となっているシルバー人材センターでは、事業所等を訪問し、リーフレット
等を配布しているが、担当者等との面談による具体的な依頼は行っていない。

4. 以上のとおり、各シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の取組は大き
く異なっている状況にあり、その効果においても大きな格差が生じている。しかし、厚生
労働省は、プロジェクト事業が平成１０年度補正予算による緊急対策であり、事業の実
施の実態やその効果についての把握・分析・評価を十分行うための期間がなかったこと
もあって、シルバー人材センター連合に対し、事業実施の実態やその効果を反映した指
導を行っていない。 

プロジェクト事業は平成１２年度末に終期を迎え、終了している。厚生労働省は、平成
１３年度に高齢者就業機会確保事業を創設しているが、これは、シルバー人材センター
が就業機会の確保を担当する「就業機会創出員」を職員として配置する場合に人件費
の一部を補助するものであり、プロジェクト事業と同様の内容となっていることから、この
事業が効果を上げるためにはプロジェクト事業と同様の配慮が必要と考えられる。

ウ シニアワークプログラムの見直し
厚生労働省は、平成１０年度から、高齢者の雇用就業機会の確保を促進することを目

的として、シニアワークプログラム実施要領（平成１０年４月８日付け職発第２８６号労働省
職業安定局長通知）に基づき、６０歳台前半の高齢求職者等（被雇用者であったか否かを
問わない。）を対象に、地域の事業主団体等の参画の下、雇用を前提とした技能講習、合
同面接会等を実施すること及び介護サービス分野を中心にシルバー人材センター事業に
おける就業機会拡大のための技能講習等を実施することを内容とするシニアワークプロ



グラムを、シルバー人材センター連合に委託している（平成１０年度から１２年度までの間
の委託費累計１４３億円）。 

シルバー人材センター連合では、１．高齢者の再就職を促進するため事業主団体と連
携を図って実施する技能講習（第１種技能講習）、２．シルバー人材センターが実施する講
習のうち、受講後に雇用に結び付き得ると認められる技能講習（第２種技能講習）、３．ホ
ームヘルパー３級以上の資格を取得するための介護講習（第１種介護講習）、４．シルバ
ー人材センターが実施する福祉・家事援助サービス講習（第２種介護講習）を開催するこ
ととしている。 

また、第１種技能講習修了者を対象として、当該事業主団体傘下の事業主の参加を得
て合同面接会を開催するとともに、講習修了者に対しては合同面接会に参加するよう勧
奨することとしている。 

シルバー人材センター連合全体における平成１１年度のシニアワークプログラムの実施
状況をみると、委託費は４９億円で、５，１１６講座開設され、受講者数は１８万７，３９４人、
修了者は１８万３，１１５人となっている。開催経費は、１講座当たりでは９５万８，０００円、
修了者１人当たりでは２万７，０００円を要している。この経費は労働保険特別会計（雇用
勘定）から支弁されており、その原資は事業主の保険料により賄われている。 

シニアワークプログラムは、高齢者の雇用就業機会を確保することを目的とするもので
あり、その効果を把握・評価するためには、講習修了者の雇用就業実績を把握することが
不可欠である。 

しかし、厚生労働省は、シニアワークプログラムで行う４種類の講習については、第１種
技能講習修了者（１万２，６４２人）のうち、合同面接会を通じて就職した者の数（平成１１
年度就職者９５５人、就職率７．６パーセント）を把握しているのみであり、事業効果として
把握されるべき各講習の修了者の雇用就業実績は把握していない。

したがって、厚生労働省は、シルバー人材センター会員の公平な就業機会を確保するとと
もに、シルバー人材センター連合に対する国庫補助事業等を効果的かつ効率的に実施する
観点から、次の措置を講ずる必要がある。
1. シルバー人材センターの会員が雇用関係を有しない就業を通して自己の労働能力を活

用するという本来の趣旨に沿って、会員の能力と希望に応じて公平な就業が実現するよう
都道府県に対し助言・指導すること。

2. プロジェクト事業の全国における実施状況や実施効果、就業機会開拓専門員の活動状
況について分析・評価し、その結果を高年齢者就業機会確保事業の運営に反映させるこ
と。

3. シニアワークプログラムについて、事業効果を明らかにするため、各種講習の修了者の
雇用就業状況を把握し、分析・評価すること。

３ 高齢者の職業能力開発の効果的実施
国及び都道府県は、職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第１５条の６において、労

働者が段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得できるように、職業
能力開発校、職業能力開発短期大学校等の職業能力開発施設を設置して職業訓練を行うもの
とするとされている。このうち、国が行うこととされている職業訓練は、雇用・能力開発機構法（平
成１１年法律第２０号）に基づき設立された雇用・能力開発機構（以下「機構」という。）が同法に
基づいて実施している。 

機構が実施している職業訓練においては、５５歳以上の離転職者のみを対象とするコースは
設定されていないが、これらの者も対象者とするコースが設定されており、その一つとして、就職
支援コースがある。この就職支援コースは、事業主団体等に委託して行われており、訓練生の
募集や委託に係る業務は、主として、機構の地方機関である都道府県センター（以下「機構セン
ター」という。）が実施している。 

今回、１７機構センターにおける就職支援コースに関する業務の実施状況を調査した結果、次
のような状況がみられた。
ア １７機構センターにおける平成１１年度の就職支援コースの受講者は１，１１５人となってお

り、このうち５５歳以上の受講者は５２５人（４７．１パーセント）で修了者は４２５人（このうち就



職者は１８９人（就職率４４．５パーセント））となっている。
イ 就職支援コースは、就職支援能力開発事業実施要領（平成８年５月１１日付け職発第

３１９－２号・能発第１３６号労働省職業安定局長・職業能力開発局長通知）に基づき実施さ
れており、いずれの機構センターも事業主団体等への委託により実施している。 

厚生労働省は、事業主団体等への委託訓練を、職場実習により就職に必要な能力を実
践的に身に付けることができ、訓練委託先事業主等への就職を見込める利点があるとして
おり、就職支援コースの訓練科を設定する際は、機構センター自ら事業所等へのアンケート
調査等を実施することにより、どのような訓練科が必要か等の情報を収集するとともに、訓
練受託の可能性のある事業所、離職者の訓練ニーズ等に係る情報を分析し、就職に結び
付く訓練科を設定するよう指示している。 

今回の調査の結果、就職支援コースにおける訓練科の設定状況等について、次の状況
がみられた。
1. 調査した１７機構センターにおける就職支援コースの訓練科は、機構センターが地域の

実情に合わせ開設している。その開設形態をみると、事前に訓練委託先を開拓した上で
当該職種の訓練希望者を募って開設するもの（以下「常設科」という。）と、機構センターが
独自に訓練希望者について希望職種を確認した上で、訓練委託先を開拓し開設するもの
（以下「随時科」という。）の２形態があり、平成１１年度は、常設科が７４訓練科、随時科が
９５訓練科、常設科と随時科の混合したものが３訓練科の計１７２訓練科が開設されてい
る。 

常設科については、社会経済情勢の変化に伴って訓練希望職種が変化する可能性が
あることから、就職に結び付く訓練科を設定するためには、適時適切に見直す必要があ
る。しかしながら、平成１１年度には７４訓練科のうち１３訓練科（１７．６パーセント）におい
て就職者が皆無であったにもかかわらず、この１３訓練科のうち５訓練科は１２年度におい
ても引き続き開設されている。この５訓練科における平成１２年度の就職率をみると、１訓
練科は５０パーセントを超えているが、３３．３パーセントが１訓練科、２０パーセントが１訓
練科、就職者が皆無となっているのが２訓練科となっており、訓練科の見直しが必ずしも
的確に行われていない。

2. １７機構センターでは、就職に結び付く訓練科を設定することなどを目的として、就職支
援コースについて、安定所等と意見交換を行っており、また、訓練修了者の就職状況を把
握するための追跡調査を実施している。しかし、この追跡調査の内容をみると、就職の有
無、就職している場合の就職先の企業規模・雇用条件等を把握しているのみであり、当該
訓練が就職に貢献したのかを把握するために必要な、訓練科を修了したことによる企業
からの評価及び個人としての評価には及んでいない。 

一方、厚生労働省は、常設科に関して、改廃等見直しを行う際の指針を作成していな
い。

3. なお、都道府県の中には、職業能力開発施設の修了生に係る「就職状況」、「修了科目
との関連」、「就職が内定した時期及び経路」、「専門校（職業能力開発施設）を修了したこ
とによる会社からの評価」、「専門校（職業能力開発施設）を修了したことによる個人として
の評価」等を把握し、職業訓練の効果的実施方法の検討、科目の開発等の研究資料とす
ることを目的とした実態調査を毎年実施するとともに、職業訓練に関する評価項目等を作
成し、これに基づき訓練科の見直しを図っているところがある。

ウ 平成１１年度における就職支援コースの訓練を修了した５５歳以上の者の就職状況につ
いて、訓練科の開設形態別にみると、常設科については、修了者５７０人のうち就職者が
２３６人（４１．４パーセント）となっているのに対し、随時科については、修了者１７８人のうち
就職者が１１９人（６６．９パーセント）とその割合が高い。 

常設科は、事前に訓練委託先を開拓した上で当該職種の訓練希望者を募って開設するも
のであることから、個人のニーズに着目して調整を行うことには困難な面がある。 

一方、随時科は、訓練希望者について希望職種を確認した上で訓練委託先を開拓し、開
設する訓練科であり、主として訓練生を従業員として採用する意思のある個別企業に訓練を
委託している。また、機構センターが随時科を設定するに当たっては、訓練後に採用される
可能性が高くなるよう訓練希望者の就職希望条件と委託先企業の採用条件とをきめ細かに
調整しているなど工夫を凝らしていることから、随時科修了者の就職率は高いものとなって
いる。 

しかし、１７機構センターの中には、随時科を全く開設していないものが６センターみられ



る。

したがって、厚生労働省は、高齢者の職業能力開発の効果的な実施を確保する観点から、
次の措置を講ずる必要がある。

  1. 就職支援コースの常設科について、就職に結び付く訓練科の設定を確保するための改廃
等の見直しを行う際の指針を作成した上、機構に対し、これに基づいて訓練科の見直しを行
うよう指導すること。

  2. 機構に対し、就職支援コースの実施に当たっては、随時科の開設に積極的に取り組むよ
う指導すること。


